
民商共済会は、命と健康を守る活動の

要として集団健康診断を位置づけていま

す。今年の４月9日（日）に行った集団

健診は、平日受診も合わせて６５人（前

年同数）が参加し、その内、民商会員は

２９人（前年28人）でした。年齢分布で

は３０代以下が８人（12.3%、前年同数）

に対し、６０代以上は２３人（35.4%、

前年30人）とやや若返りましたが、要精

密検査と受診勧奨を合わせた数字は63.1

%（前年58.5%）で、６割を超えてしまい

ました。

全体のメタボ判定は、予備群が12.3%、該当が30.8%

で、メタボに該当と判定された人の80%が｢受診勧奨｣

および｢要精密検査判定｣でした。受診勧奨・要精検の

判定を受けた人は、できるだけ早く受診してください。

尾北民商共済会は、集団健診で要精検判定となった人

の検査料に、2,000円を補助しています。

会員本人だけでなく、配偶者、従

業員、同居家族で集団健診を受けて

いる人を合わせても、今回の受診者

は民商会員の一割強程度です。営業と生活の安定に健

康は欠かせません。尾北民商共済会は、皆の健康寿命

を延ばすため、集団健診や１点検診の受診者を増やす

活動を続けます。

また、新たな仲間を迎えて共済会の加

入率を高め、助け合いの輪を広げます。

【部内資料】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ bihoku-minsyou.com Eﾒｰﾙ bihoku-minsho@grape.plala.or.jp 尾北民主商工会2023.7.17発行

尾
北
民
商

２０２３年

７月１７日号
TEL 0587-54-0524

FAX 0587-54-1390

ニュース

共済会2023年集団健診の結果報告です！

江南市 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金

申請書記入相談会です！ 希望者は都合の合う時間にご参加を！

７月２１日（金）午前１０時～１２時 ７月２６日（水）午後６時～７時

７月２８日（金）午前１０時～１２時

８月 ４日 （金）午前１０時～１２時 ８月 ９日 （水）午後６時～７時

８月１８日（金）午前１０時～１２時

８月２５日（金）午前１０時～１２時 会場はすべて民商事務所です。

ガス、電気、ガソリン、重油など、事業で使用する

エネルギーの価格高騰などで影響を受けた江南市内の

中小企業者を支援する、江南市中小企業等エネルギー

価格高騰対策支援金が始まりました。

江南市内のほぼすべての業者が対象になりますが、

全く新しい制度なので申請の勝手がわからないという

人は、下記のいずれかにご参加ください。

その際には、確定申告書の控えや、直近12ヶ月（７

月に申請なら前年７月から今年６月分）のエネルギー

経費の明細・領収書などをお持ちください。

健康寿命 「健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間」の

ことをいいます。寿命と健康寿命の差

（不健康な期間）の平均は、2010年から

男女ともに徐々に減っています。

早期発見と早期治療で、寿命ののびを

上回る健康寿命ののびを実現しましょう。


